
下水道使用料の共用計算の方法について 

 

アパートなどの集合住宅等において、水道水を１つの水道メーターから複数の世帯や箇所で使用

する(している)場合は、使用者の方の申請によりまして下水道の用途を「共用」とすることができ

ます。 

「共用」の場合の下水道使用料は、使用量を申請いただいた戸数で割って１戸あたりの使用料を

算出し、それに戸数を乗じて算出しますが、その計算例は次のとおりです。 

 

■「共用」の場合の下水道使用料計算方法 

◆使用水量が（基本使用量×戸数）以内の場合 

・下水道使用料＝基本使用料×戸数×１．１０ 

   

◆使用水量が（基本使用量×戸数）を超える場合 

・下水道使用料＝１戸当たりの使用料（基本使用料＋従量使用料）×戸数×１．１０ 

１戸当たりの従量使用料は、（使用水量÷戸数）で１戸当たりの使用水量を算出し、その水量に 

従量使用量の表を当てはめて算出します。 

 

 

 

例）４戸で２ヶ月の使用量が３０㎥の場合 

（基本使用量×戸数＝２０㎥×４戸＝８０㎥＞３０㎥） 

２,０００円×４戸×１.１０＝８,８００円 

例）４戸で２ヶ月の使用量が３００㎥の場合 

（基本使用量×戸数＝２０㎥×４戸＝８０㎥＜３００㎥） 

１戸当たりの基本使用料 ２,０００円･･･① 

従量使用料 ３００㎥÷４戸＝７５㎥ ← １戸当たりの使用量 

２０㎥まで   基本水量 

２１㎥～４０㎥ １３０円×２０㎥＝２,６００円 

４１㎥～６０㎥ １５０円×２０㎥＝３,０００円 

     ６１㎥～７５㎥ １８０円×１５㎥＝２,７００円     

１戸当たりの従量使用料      ８,３００円･･･② 

基本使用料①＋従量使用料②＝１０,３００円 

１戸当たりの使用料×戸数＝１０,３００円×４戸＝４１,２００円 

４１,２００円×１.１０＝４５,３２０円 

 

※ご注意 

「共用戸数計算中止申請書」を提出して「一般」に戻しますと、再度 

「共用」に変更することはできませんので注意してください。 


